
令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（国土交通省観光庁参事官室） 

項 目 名 ＩＲ税制の具体化に係る所要の措置  

税 目 ― 

要

望

の

内

容 

 
ＩＲに関する税制について、令和４年度税制改正大綱に基づき、具体化す 

る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 平年度の減収見込額  ―   百万円 

(制度自体の減収額) (  ―  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ―  百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

 特定複合観光施設区域整備法（平成 30 年法律第 80 号）に基づき、国際競争 

力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための拠点施設であるＩＲの整備を推 

進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実 

現する。 

 

 

 

 

⑵ 施策の必要性 

 ＩＲは国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するものであり、訪日外 

国人旅行者数の増加、旅行消費額の拡大などによって、地域経済へ波及効果を 

もたらし、観光先進国の実現にも大きく寄与するものである。そのため、令和 

４年度与党税制改正大綱に基づき、ＩＲに関する税制について具体化する必要 

がある。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

政策目標６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確 
保・強化  
施策目標 20 観光立国を推進する 
 
 
 
 

政 策 の 

達成目標 

税制について具体化し、ＩＲの整備を推進する。 
 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
― 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
― 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
― 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
― 
 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

ＩＲは国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するもので 
あり、訪日外国人旅行者数の増加、旅行消費額の拡大などによ 
って、地域経済へ波及効果をもたらし、観光先進国の実現にも 
大きく寄与するものである。本措置により、ＩＲ整備が推進さ 
れるとともに、ＩＲ事業の国際競争力を確保できる。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

 
― 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
― 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
― 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

税制上の取扱いについて具体化を図るものであり、予算その他 
の措置によって手当てすることはできない。 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
― 
 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
― 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
― 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
― 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

令和３年度 ＩＲ事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの 
明確化  
令和４年度 ＩＲ税制の具体化に係る所要の措置  
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